
 

 
 
 

 

■平成27年度グリーンインフラ整備促進 

国土交通省では、街づくりや防災・減災対策で、コンクリート構造物と自然環境を組み合わせた「グ

リーンインフラ」の整備を促進してきました。海岸堤防の盛土に植樹をして補強する「緑の防潮堤」な

どが代表例です。 
整備を促進するために、社会資本整備重点計画などの中長期計画に盛り込むほか、平成 28 年度には

整備手法をまとめた技術指針も策定する予定です。平成 27 年度予算要求に指針策定費などを計上され

ましたので、ご紹介します。 

※ 「グリーンインフラ」とは、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な

機能（生物の生息の場の提供、良好な景観形成、気象上昇の抑制等）を活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地

域づくりを進めるものです。 

   「グリーンインフラ」の取り組みを推進することで、地域の魅力・居住環境の向上、生物多様性の保全、防災、減

殺等が可能になります。また、これにより、自然環境の保全・再生とあわせて、居住人工や交流人口の増加、土地の

価値の向上等が図られ、地域の活性化やそれに伴う雇用の増加を通じて地方創生に資する事ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

地球をデザインする会社 

技 術 短 信 東光コンサルタンツの NO.110（港湾）

PO-35

 国土交通省ホームページから抜粋加筆 

グリーンインフラの具体例（イメージ）

グリーンインフラの取組推進のための調査検討

 ＜平成27年度の内容＞
　・我が国の社会資本整備等におけるグリーンインフラの意義・取組方策・指標等の整理・検討

　・現地調査・ケーススタディーを通じた効果的なグリーンインフラ形成の手法や留意点の整理、ガイドラ

    イン作成



 

□堤防背後からの眺望を確保する構造検討 

～ 堤防の背後に立地する施設からの眺望を妨げないで海岸堤防としての役割を担う構造を確保する評価方法の事例紹介 ～ 

1．業務概要 

本業務は津波及び高潮防止のための海岸堤防整備計画について、当計画の通り堤防を整備した場合、堤防の背後に立地

する施設からの眺望は大きく変化し、これまで大海原を望めた雄大な景色を大きく阻害する可能性があることが判明した

ため、景観阻害を緩和する堤防の構造形式、対策案等を検討・提案したものです。 

２．現状と計画高の把握 

現地調査を実施し、施設内の各箇

所から、現状の眺望と現計画通りに建

設した場合の眺望の確認したところ、

計画高さで堤防を建設した場合、海が

全く見えないことが判明しました。 

しかし、計画高を２ｍ程度下げれ

ば、眺望が期待できることがわかり

ました。 

３．堤防の構造形式の比較 

堤防の構造形式を抽出するに当

たり、下記条件で対策案の抽出・

比較を行いました。 

・既計画の堤防ルートで景観阻害

を緩和する案を検討する。その

場合の要求事項は、津波及び高

潮時の堤防高 T.P.+7.20m かつ

通常時は眺望が確保できる構造

とする。 

・堤防ルートを変えることで施設

からの景観自体は今までと変わ

らない案を検討する。 

上記方針に基づき検討の結果、

5 案が挙がりましたが、眺望に難

がある「第１案 陸閘案」と「第

３案 フラップゲート案」を除く

3 案について、比較、検討を行い

ました。 

その結果、堤防背後の施設か

らの眺望を確保し、かつ津波及び高潮防止のための海岸堤防としての役割を担う構造として第 5 案を提案しました。 

4．おわりに 

今後も同様の事例が発生することも予想されるため、動向を注目し、今回の検討方法について更に技術の蓄積を図

って行きたいと思います 
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写真-1 計画高まで建設した場合の眺望 

表-1 現実的な眺望を妨げない対策案比較表 
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